
行 経 第 4 9 号　 

令和７年 11 月 13 日　 

 

　水戸市監査委員　様 

水　戸　市　長　　 

 

 

包括外部監査の結果に基づく措置状況について（通知） 

 

 

　このことについて，包括外部監査の結果に基づき，別紙のとおり措置を講じたので，地方

自治法第 252 条の 38第６項の規定に基づき，通知します。 

 

 



（参考）　監査の結果に基づく対応状況（教育委員会所管分を含む。） 

 

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ２年度 公有財産等

の管理に関

する財務事

務の執行に

ついて

指摘 

37 件

措置済み １４ １７（３１） １（３２） ―（３２） ―（３２）

 措置を要しない

理由のあるもの
３ ―（３） ―（３） ―（３） ―（３）

 対応中 ２０ ３ ２ ２ ２

 意見 

24 件

措置済み ４ ３（７） １（８） １（９） １（１０）

 措置を要しない

理由のあるもの
２ ―（２） ―（２） ―（２） ―（２）

 対応中 １８ １５ １４ １３ １２

 Ｒ３年度 外郭団体等

に係る財務

に関する事

務の執行に

ついて

指摘 

28 件

措置済み １６ ６（２２） １（２３） ３（２６）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１） ―（１） ―（１）

 対応中 １１ ５ ４ １

 意見 

25 件

措置済み ９ ５（１４） ２（１６） １（１７）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１） ―（１） ―（１）

 対応中 １５ １０ ８ ７



　 
 
 
 
 
 

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ４年度 水戸市上下

水道局にお

ける財務事

務の執行及

び管理の状

況について

指摘 

16 件

措置済み ５ ６（１１） ２（１３）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ― ―

 対応中 １１ ５ ３

 意見 

26 件

措置済み ２ ８（１０） ９（１９）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ― ２

 対応中 ２４ １６ ５

 Ｒ５年度 水戸市にお

け る こ ど

も・子育て

支援施策に

関する財務

事務の執行

及び管理の

状況につい

て

指摘 

６件

措置済み ３ ３（６）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ―

 対応中 ３ ―

 意見 

10 件

措置済み ３ ４（７）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１）

 対応中 ６ ２



　 
対応状況については，１件の指摘・意見に複数の事項が含まれる場合などは，当該指摘・意見中の全ての事項に措置を講じるまで「対応

中」として扱うものとする。

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ６年度 教育委員会

における財

務事務の執

行及び管理

の状況につ

いて

指摘 

58 件

措置済み ５４

 措置を要しない

理由のあるもの
２

 対応中 ２

 意見 

20 件

措置済み １１

 措置を要しない

理由のあるもの
２

 対応中 ７



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課

 
報告書ページ 143

区分別 

の番号

指摘事項 18

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（イ）事業部別正味財産増減明細において，補助金を適正に配分すべきもの 
　農業公社は，事業部別正味財産増減明細にあたって補助金を按分しているが，農業

公社運営費の多くを法人会計で計上している。 
　ところで，農業公社運営費補助金は，一般財団法人水戸市農業公社運営補助金交付

要項（平成 14 年６月３日水戸市告示第 87 号）に基づいて交付されるものであり，以

下のように定められている。 

 

(補助事業等) 

第２条　補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は，公社の運営

事業の運営事務及び一般財団法人水戸市農業公社定款第４条第１号，第４号，第６号

及び第９号に規定する事業(以下「公社事業」という。)とする。 

(補助対象経費) 

第３条　補助金の対象となる経費(以下「以下「補助対象経費」という。」は，補助事

業等を行うために必要な経費のうち，次の各号に掲げる経費とする。 

（１） 運営事務に要する経費で次に掲げるもの 

ア　公社役員の報酬等に係る経費及び公社職員の給与関係経費 

イ　アに掲げるもののほか，公社の運営に要する経費のうち，市長が必要と認めるも

の 

（２） 公社事業に要する経費のうち，市長が必要と認めるもの 

と定めている。 

 

事業部別正味財産増減内訳を見ると，法人会計において，経費以上の運営補助金が

配布されていることから，運営補助金が補助対象経費に見合って配分されていない状

況は明らかである。 

　適正に処理を行っていく必要がある。



 

講じた措置 

の内容等

公益法人制度改革に伴い，一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律の規定によ

り，公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合は，移行時に保有する純資産額を

基礎として算定した額（公益目的財産額）に相当する金額を，計画的に公益の目的に

支出するための計画（公益目的支出計画）に従って支出することが義務付けられてい

る。 

当公社は，平成 24年に一般財団法人に移行した際，営農対策事業，農業機械リース

事業の２事業が，公益目的事業の継続事業として認定されたため，公益目的支出計画

に従って支出を行う必要があった。 

令和５年度に，公益の目的に支出するべき額が０円となり，公益目的支出計画が完

了したことから，令和６年度からは，運営補助金が補助対象経費を下回る適正な配分

を行い，決算において計上した。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課

 
報告書ページ 156

区分別 

の番号

指摘事項 20

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（イ）機械リース事業の改善について 

　農業機械リース事業は，年間６百万円～９百万円の経常増減額のマイナスとなって

いる。機械リースは，受益者負担が原則であり，マイナスで継続することは農業公社

の行う農業施策の基礎を喪失させることになる。 

　機械が老朽化し，再更新を検討していくにあたっては，同一機械で作業を請け負う

農作業管理事業（ＪＡ水戸から派遣されている職員人件費相当額も含めた上で）と合

算で，少なくとも，正味財産が増加するよう，リース料の見直しを検討したうえで機

械の更新を進めていく必要がある。 

　また，リース料の見直しにあたっては，貸与先が一定の生産組合等のみとなってい

るような大型機械については，リース料の見直しが貸与先に許容されるかを十分に検

討し，貸与先が同機を購入すること等による遊休化しないよう取り組んでいく必要が

ある。 

 

講じた措置 

の内容等

当公社が，一般財団法人に移行する際，一般財団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律

の規定に基づき，公益目的支出計画に従った支出を義務づけられていたが，令和５年

度に，計画の実施が完了した。 

農業機械リース事業については，利用者のニーズ等を踏まえた上で利用率の低い機

械を更新しないなど，保有する機械の種類・台数を精査し，メンテナンス等の維持管

理費を減らすことで経費の削減を図った。 

また，令和６年度に機械を更新したタイミングでリース料金等を見直した結果，収

支が改善され，約 400 万円の黒字となった。 

引き続き，機械の更新ごとに，リース料金を精査し，安定的な収入の確保に努めて

いく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
市民協働部文化交流課

 
報告書ページ 177

区分別 

の番号

指摘事項 23

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（ロ）水戸市指定管理業務に係る現金の簿外管理を是正すべきこと  

水戸市国際交流センターの施設使用料について，市との契約において

市へ全額送金することとしているため協会の財務諸表において当該現金

を計上していない。しかし実態としては日々市へ送金しているのではな

く，１週間などのある程度の期間が経つまで協会において保管したのち

に市へ送金を行っている。現金の管理は現金簿で日々管理を行い責任者

までの確認を経ているため管理としての問題はない。 

令和３年３月末における施設利用料現金残高は 22,200 円と金額的に

大きくはないものの，一時的でも協会が現金を保管・管理しているもの

については，預り金等の勘定科目により協会の財務諸表に計上する必要

がある。 

 

講じた措置 

の内容等

公益財団法人水戸市国際交流協会は，水戸市国際交流センターの管理

運営の中で，センターの施設使用料の徴収事務を行っている。 

これまで，徴収した施設使用料については，一週間程度協会において

保管したのち，市に納入していたが，指摘後，市に納入する回数を増や

し，できるだけ現金を保管することがないようにした。 

今後も可能な限り，施設使用料は速やかに市に納入し，年度末の銀行

営業終了後に徴収したときなど，やむを得ず納入できなかった場合は，

適切に財務諸表中の財産目録に記載することにした。 

なお，令和６年度決算においては，年度末の日が休館日に当たり施設

使用料を市に納入できなかったことから，財産目録に記載した。



 

包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部商工課

 
報告書ページ 208

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 23

 

指摘事項等 

の内容

（イ）サービスセンターの事業のあり方について検討すべきこと 

 

別紙のとおり

 

講じた措置 

の内容等

事務の効率化については，オンライン申込システムにおける課題点を

解消し，更なる事務の効率化と省力化を図るよう指示した。サービスセ

ンターでは，令和６年度に，システム上で会員名簿の基本情報と申し込

みのあった会員の基本情報を自動で突合できるようオンライン申込シス

テムを一部改修した。これにより，職員が申請受付の際に行っていたチ

ェック作業の手間が省かれ，事務の効率化が図られた。　　　 

付加価値を生ずる事業の実施については，ソフト的な取組みとして，

県内では本市以外で唯一サービスセンターを設置するひたちなか市と連

携・協力し，既存の共同化事業（余暇活動事業）をより充実したサービ

スとして提供することを目指している。令和６年度は，会員からの意見

もくみ取り，共同化事業の内容充実や参加者（会員）へのサポート体制

の強化を図ることで，会員の満足度を高め，昨年度の 1.5 倍（受入可能

上限数）の参加者数を得るとともに，当該事業を通じて会員及び職員相

互の交流が図れた。



 

【別紙】 
 
　平成 30 年度から令和 2 年度の事業の収支を伴う内訳は，以下のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
　ところで，サービスセンターは，収益事業を行っておらず，事業活動の財源は，会員の会

費と補助金である。 
　事業内容としては，共済事業と旅行イベント等の開催と物品，チケット等販売の斡旋であ

る。 
　会員の会費は月額 1,000 円であり，共済については大部分を再共済(月額 271 円)とサービ

スセンターでの共済分(月額 143 円程度)の合計 414 円程度を負担し，残りの 586 円をサー

ビスセンターの管理費（市から補助金を受けている以外の部分）及び事業費として経営をし

ている。 
　事業内容における物品，チケット等の斡旋は，これらの対象商品について，定価よりサー

ビスセンターとして会員に安価に提供できるように提供者からの紹介はされているが，サ

ービスセンターは更に安価に提供できるようにサービスセンターの負担において，提供者

の提示価格よりも安く斡旋する方法がとられている。提供者から，サービスセンターが定価

より安価に提供してもらえる部分については，サービスセンターが多くの会員を有するこ

とによる付加価値とも考えられるが，その価格を下回って提供する部分については，収益事

業を行わない原資としては，会費や補助金に他ならず，サービスセンターは会費や補助金を

分配しているにすぎないものと考えられる。 
　物品，チケット等販売の斡旋を分配による事業での発展性は限られており，会員を獲得し，

自立して行くためには，会費や補助金を分配の原資とする事業体質を変革し，付加価値を創

出し，その付加価値分を分配の原資としていく体質に変革していく必要がある。 
　そのような活動をしていくためには，現在の事業の実施にあたって，申し込みから集金ま

での手続きが，窓口やＦＡＸによっており，一つ一つの作業において，職員が記入や入力等

を行う必要があり，事務効率が悪い状況であった。限られた職員での，事務の非効率は，会

員の増加による対象者の増加や事業展開の拡大において大きな制約となっている。令和 3
年 10 月より，オンラインでの申し込みが可能となっており，この点でオンライン申し込み

分について手作業での再入力が省力化されたとのことであるが，更に事務の効率化を進め，

事務の省力化した部分について，収益事業を含めた付加価値を生ずる事業に向けられるよ

う取り組む必要がある。 
 


